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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成を伴うジョブに基づくコンテンツログを取得可能な画像処理装置であって、
　他の画像処理装置の機能を利用して画像形成を伴う仮想ジョブを実行する際に、当該仮
想ジョブに基づくコンテンツログを取得する装置を当該仮想ジョブの種類に応じて決定す
るための情報に基づき、自装置でコンテンツログを取得すべきか否かを判断する判断手段
と、
　前記判断手段により自身でコンテンツログを取得すべきでないと判断した場合、前記仮
想ジョブに基づくコンテンツログを取得せずに、前記判断手段により自身でコンテンツロ
グを取得すべきであると判断された場合、前記仮想ジョブに基づくコンテンツログを取得
する取得手段と、を有し、
　前記取得手段は、前記判断手段が自装置でコンテンツログを取得すべきでないと判断し
た場合でも、前記他の画像形成装置のコンテンツログを記憶すべき記憶領域の状態及びエ
ラー状態の何れかに応じて、前記仮想ジョブに基づくコンテンツログを自装置で取得する
ことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記仮想ジョブに基づくコンテンツログを取得する装置を仮想ジョブの種類に応じて決
定するための情報を外部装置から受信する受信手段を更に備え、
　前記仮想ジョブに基づくコンテンツログを取得する装置を仮想ジョブの種類に応じて決
定するための情報は、前記外部装置において複数の画像処理装置の状態に基づき更新され
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る情報であることを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　通信可能な複数の画像処理装置の状態を取得する取得手段と、
　前記複数の画像処理装置の機能を組み合わせた画像形成を伴う仮想ジョブを実行する際
に、前記仮想ジョブに基づくコンテンツログを取得する装置を仮想ジョブの種類に応じて
決定するための情報を生成する生成手段と、
　前記取得手段により画像処理装置の状態を取得した際に、前記仮想ジョブに基づくコン
テンツログを取得する装置を仮想ジョブの種類に応じて決定するための情報を、当該取得
した前記画像処理装置の状態に基づきコンテンツログを取得する装置を変更することで更
新する更新手段と、を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　画像形成を伴うジョブに基づくコンテンツログを取得可能な画像処理装置におけるログ
処理方法であって、
　他の画像処理装置の機能を利用して画像形成を伴う仮想ジョブを実行する際に、当該仮
想ジョブに基づくコンテンツログを取得する装置を当該仮想ジョブの種類に応じて決定す
るための情報に基づき、自装置でコンテンツログを取得すべきか否かを判断する判断工程
と、
　前記判断工程で自身でコンテンツログを取得すべきでないと判断した場合、前記仮想ジ
ョブに基づくコンテンツログを取得せずに、前記判断工程で自身でコンテンツログを取得
すべきであると判断された場合、前記仮想ジョブに基づくコンテンツログを取得する取得
工程と、を有し、
　前記取得工程は、前記判断工程で自装置でコンテンツログを取得すべきでないと判断し
た場合でも、前記他の画像形成装置のコンテンツログを記憶すべき記憶領域の状態及びエ
ラー状態の何れかに応じて、前記仮想ジョブに基づくコンテンツログを自装置で取得する
ことを特徴とするログ処理方法。
【請求項５】
　画像処理装置を管理する情報処理装置における方法であって、
　通信可能な複数の画像処理装置の状態を取得する取得工程と、
　前記複数の画像処理装置の機能を組み合わせた画像形成を伴う仮想ジョブを実行する際
に、前記仮想ジョブに基づくコンテンツログを取得する装置を仮想ジョブの種類に応じて
決定するための情報を生成する生成工程と、
　前記取得工程で画像処理装置の状態を取得した際に、前記仮想ジョブに基づくコンテン
ツログを取得する装置を仮想ジョブの種類に応じて決定するための情報を、当該取得した
前記画像処理装置の状態に基づきコンテンツログを取得する装置を変更することで更新す
る更新工程と、を有することを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１又は２の何れかに記載の手段としてコンピュータを機能させるためのプログラ
ム。
【請求項７】
　請求項３に記載の手段としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して通信可能な複数の画像処理装置のいずれかを組み合わ
せて仮想ジョブを実行する情報処理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　今日、オフィスで扱われる機密情報を不正な目的でプリント、コピー、ＦＡＸ等するこ
とで社内の機密情報が外部へ漏洩する事件が社会的な問題となっている。
【０００３】
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　このため、社内業務の内部統制をはかり、先の事件の発生を未然に抑止するために、オ
フィス業務に使用されるオフィス機器の操作履歴と処理データを取得して逐一保存し、後
ほど監査するコンテンツログ管理システムが開発された。
【０００４】
　このコンテンツログ管理システムを用いれば、企業経営者並びに管理者は、オフィスに
設置された画像情報機器において、社員のオフィス業務をそのコンテンツデータとあわせ
て監査することができるようになった。
【０００５】
　また、上記コンテンツログ管理システムによってオフィス業務が監査されていることを
社員に知らしめることで、社員を含む内部関係者による犯行を思いとどまらせる効果が期
待できる。
【０００６】
　一方、プリント、コピー、ＦＡＸ等を行うオフィス機器は、昨今のデジタル画像処理技
術の進歩に伴って著しい発展を遂げている。
【０００７】
　一台の画像処理装置でこれら複合的な処理を行うＭＦＰ（Ｍｕｌｔｉ　Ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎ　Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ）が開発され、更にこれらの画像処理装置はイントラネットを
始めとするネットワークに接続するようになった。
【０００８】
　また、ＭＦＰには大容量のＨＤＤが搭載され、印刷文書データやコピー処理のためにス
キャンした画像データが、ＨＤＤの所定の区画領域（Ｂｏｘと呼ぶ）へ格納・保存され、
別途、再利用できるようになった。
【０００９】
　さらに、ＭＦＰはネットワーク機能を標準で搭載するようになり、広い帯域のネットワ
ークを利用するオフィスも増加している。
【００１０】
これに伴い、複数のＭＦＰが互いにネットワークを介して協調して動作することにより、
更なるオフィス機器の利便性の向上できる画像処理システムが提案されている。
【００１１】
　このような画像処理システムにおいて、コピージョブを実行する際に、一方のＭＦＰで
画像をスキャンして、ネットワークを介して他方のＭＦＰへ転送し、受信したスキャン画
像を印刷するといった機能を用いる。このようなネットワークを介して分散しているＭＦ
Ｐを仮想的に一つのオフィス機器としてみせるため、これらをまとめて仮想デバイスと称
する場合がある。
【００１２】
　このような仮想デバイスには次のような利点がある。
【００１３】
　すなわち、オフィスに設置されたＭＦＰの場所的な利便性を向上する。フィニッシング
装置、ＦＡＸ機能などといったオプション機能を比較的低機能なＭＦＰでも利用できるよ
うになる。
【００１４】
　つまり、仮想デバイスによって、従来の高機能なＭＦＰでしか実行できなかったジョブ
と同様な処理が仮想ジョブとして実行可能となる。
【００１５】
　前述した例によれば仮想コピーであり、印刷を実行するＭＦＰの機能に応じて、両面、
ステイプル等の様々なフィニッシング処理が当該仮想コピーによって実現可能である。
【００１６】
　下記特許文献１には、クライアント装置からプリンタ装置に電子文書を送信して印刷を
行う場合に、電子文書自体にセキュリティが設定されている場合に、セキュリティプリン
トを設定してしまうことを回避する技術が開示されている。
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【００１７】
　下記特許文献２には、リモートコピーシステムにおいて、スキャナ側とプリンタ側にお
ける課金処理の有無を判断して、二重に課金してしまう処理を回避する技術が開示されて
いる。
【特許文献１】特開2006-72465号公報
【特許文献２】特開2002-33868号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　ところで、上記画像処理システムにおいても、上述コンテンツログ管理システムは、仮
想デバイスにおいても稼動させる必要がある。
【００１９】
　なぜなら、仮想デバイスを利用する利用者のオフィス業務に伴うコンテンツデータにつ
いても漏れなく監視するためである。
【００２０】
　一方、従来技術によると、仮想デバイスにおけるコンテンツログを取得すると次のよう
な課題が発生する。
【００２１】
　すなわち、ＭＦＰで原稿をスキャンする際にコンテンツログを取得する。
【００２２】
　加えて、スキャンデータを受信し印刷するＭＦＰでもプリントに対するコンテンツログ
の取得が行われる。
【００２３】
　これら一連の処理は、仮想デバイスにおける仮想コピー処理として実行されているに過
ぎないが、従来の仕組みでは原稿をスキャンする時と、これを印刷する時の二回に渡って
コンテンツログの取得が行われてしまうことになる。
【００２４】
　本来、このようなコンテンツ監視システムでは、誰が・いつ・どこで・どのような内容
の原稿を処理したかが記録されていれば良い。
【００２５】
　従って、コンテンツログの取得はジョブに対して一度のみ行われれば十分である。
【００２６】
　また、反対に二重にコンテンツログを取得すると、データを保存するディスク領域を圧
迫するのみならず、コンテンツデータを転送する際にネットワークへ与える負荷も大きく
なる。
【００２７】
　これらの課題のため、システムを管理運用する利用者には、不必要に管理コストが上昇
するといった問題が発生していた。
【００２８】
　ところで、上記特許文献１によれば、印刷する電子文書に対して重複してセキュリティ
が設定されることを防止する技術が開示されている。
【００２９】
　特許文献１によれば、二重で設定されるセキュリティ情報の適用の判断をジョブの受信
側で行う仕組みに関して開示がある。
【００３０】
　もしこの仕組みを仮想デバイスにおける二重のコンテンツログ取得に応用するとなると
、コンテンツログの取得を仮想ジョブ送信側で必要であった場合に対応ができない場合が
ある。
【００３１】
　なぜなら、コンテンツログの取得には画像処理装置のデータ処理速度やコンテンツデー
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タの一時保存のための容量などといった画像形成装置の性能が深く関与しているからであ
る。このため、仮想ジョブ送信側で事前にコンテンツログの取得が必要となるケースもあ
るからである。
【００３２】
　また、二重でコンテンツログを取得しておいて、データサーバ側で重複するデータを縮
退する方法も考えられるが、この場合、コンテンツデータを二重で送信することに変わり
が無いため、ネットワークへ与える負荷の軽減は実現しない。
【００３３】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、仮想ジョブ
を実行するそれぞれの画像処理装置でコンテンツログを重複して取得してしまうことを防
止できる仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００３４】
　上記目的を達成する本発明の画像処理装置は以下に示す構成を備える。
【００３５】
　画像形成を伴うジョブに基づくコンテンツログを取得可能な画像処理装置であって、他
の画像処理装置の機能を利用して画像形成を伴う仮想ジョブを実行する際に、当該仮想ジ
ョブに基づくコンテンツログを取得する装置を当該仮想ジョブの種類に応じて決定するた
めの情報に基づき、自装置でコンテンツログを取得すべきか否かを判断する判断手段と、
前記判断手段により自身でコンテンツログを取得すべきでないと判断した場合、前記仮想
ジョブに基づくコンテンツログを取得せずに、前記判断手段により自身でコンテンツログ
を取得すべきであると判断された場合、前記仮想ジョブに基づくコンテンツログを取得す
る取得手段と、を有し、前記取得手段は、前記判断手段が自装置でコンテンツログを取得
すべきでないと判断した場合でも、前記他の画像形成装置のコンテンツログを記憶すべき
記憶領域の状態及びエラー状態の何れかに応じて、前記仮想ジョブに基づくコンテンツロ
グを自装置で取得することを特徴とする。
【００３６】
　上記目的を達成する本発明の情報処理装置は以下に示す構成を備える。
【００３７】
　通信可能な複数の画像処理装置の状態を取得する取得手段と、前記複数の画像処理装置
の機能を組み合わせた画像形成を伴う仮想ジョブを実行する際に、前記仮想ジョブに基づ
くコンテンツログを取得する装置を仮想ジョブの種類に応じて決定するための情報を生成
する生成手段と、前記取得手段により画像処理装置の状態を取得した際に、前記仮想ジョ
ブに基づくコンテンツログを取得する装置を仮想ジョブの種類に応じて決定するための情
報を、当該取得した前記画像処理装置の状態に基づきコンテンツログを取得する装置を変
更することで更新する更新手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００３８】
　本発明によれば、他の画像処理装置の機能を組み合わせて画像形成を伴う仮想ジョブを
実行するそれぞれの画像処理装置でコンテンツログを重複して取得してしまうことを防止
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　次に本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
【００４０】
　＜システム構成の説明＞
　〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態を示す画像処理装置を適用可能な画像処理システムの一
例を示す図である。本例は、ネットワークを介して複数のＭＦＰで構成される画像処理装
置と情報処理装置、サーバがそれぞれ通信可能なシステムである。
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【００４１】
　ここで、情報処理装置には、後述するデバイス管理コンピュータ１０２、コンテンツロ
グ管理サーバ１０３、コンテンツログ閲覧ＰＣ１０４が含まれる。
【００４２】
　また、画像処理装置は、画像形成を伴うジョブの実行の際に、当該ジョブに基づくコン
テンツログを取得可能とする機能を備えている。
【００４３】
　図１において、ＭＦＰ１００はスキャン機能、プリント機能、ＦＡＸ機能、ネットワー
ク機能を有しており、オフィス内のネットワーク１０５に接続する。
【００４４】
　また、ＭＦＰ１００は、これらの機能を複合的に組み合わせて、かつデジタル画像処理
を行うことで、いわゆるコピー処理やネットワークプリント、スキャン画像の電子メール
送信などといった処理を実現する。
【００４５】
　また、画像データをＭＦＰ１００に備えられたＨＤＤに保存するＢＯＸ機能も有してお
り、ＢＯＸに保存されたデータは再利用することが可能である。
【００４６】
　一方、ＭＦＰ１０１は、ＭＦＰ１００と同じデジタル複合機に相当する。しかし、ハー
ドウエア資源の構成が異なり、ＭＦＰ１００の機能のうち、一部の機能が簡素化された廉
価版モデルである。
【００４７】
　例えば、ＭＦＰ１０１に備えられているＨＤＤ容量は、ＭＦＰ１００よりも少なく、ま
たＦＡＸ機能は備えられていないという構成である。
【００４８】
　従って、ＭＦＰ１００と比較すると、画像データを保存するＢＯＸの数が少なく、ＦＡ
Ｘ送受信ができないといった機能制限がある。
【００４９】
　デバイス管理コンピュータ１０２は、ネットワーク１０５に接続している画像処理装置
（ＭＦＰ１００，１０１やプリンタなど）を管理するコンピュータである。
【００５０】
　デバイス管理コンピュータ１０２には、仮想ジョブを実現するための仮想デバイスの組
み合わせ（「仮想ジョブ構成リスト」と呼ぶ。）を管理する機能がある。
【００５１】
　デバイス管理コンピュータ１０２は、オフィス内のネットワーク１０５を探索し、ネッ
トワーク１０５に接続している画像処理装置と当該画像処理装置の機能（以下、「デバイ
ス情報」と呼ぶ）を検出する。デバイス情報は、デバイス管理コンピュータ１０２に保持
される。
【００５２】
　システム管理者は、デバイス管理コンピュータ１０２にアクセスし、あらかじめ探索し
て取得されているデバイス情報を参照して、仮想ジョブ毎に当該仮想ジョブを構成するデ
バイスの構成を決定する。
【００５３】
　当該画像処理装置の構成は、所定の仮想ジョブにおける仮想デバイス構成であり、図４
Ａに示すジョブ構成リストとしてデバイス管理コンピュータ１０２に保持される。
【００５４】
　ＭＦＰ１００、及びＭＦＰ１０１は、デバイス管理コンピュータ１０２から配信される
仮想ジョブのデバイス構成リストを受信すると、これを内部の記憶領域に保持する。
【００５５】
　コンテンツログ管理サーバ１０３は、ＭＦＰ１００ならびにＭＦＰ１０１から送信され
たコンテンツログを保持する。
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【００５６】
　ここで、コンテンツログとは、ＭＦＰ１００，１０１の利用者が当該ＭＦＰ１００，１
０１に対して発行したジョブ毎のジョブ属性情報と、そのジョブに伴って印刷あるいは送
信された画像データ、ないしは画像データから抽出された所定のデータである。ここで、
ジョブには、コピージョブ、プリントジョブ、ＦＡＸジョブ等が含まれる。
【００５７】
　また、画像データから抽出される所定のデータとしては、例えば文字認識処理によるテ
キストデータ、画像検索のための画像特徴量などが該当する。なお、コンテンツログは、
画像処理装置においてジョブ単位で取得される。
【００５８】
　コンテンツログ管理サーバ１０３は、コンテンツログを受信し大容量外部記憶装置内に
これを保持する。なお、コンテンツログ管理サーバ１０３がコンテンツログを受信する際
には、必要な画像処理（解像度変換）、データフォーマット変換などが別の画像処理サー
バ（不図示）にて行われる。
【００５９】
　なお、画像処理サーバは、画像処理装置の種別ごとに異なる解像度やデータフォーマッ
トの規格化と負荷分散のために設置される。
【００６０】
　コンテンツログ管理サーバ１０３に保持されたコンテンツログは、コンテンツログ閲覧
ＰＣ１０４によって検索し閲覧することができる。
【００６１】
　システム管理者は、当該コンテンツログ閲覧ＰＣ１０４を利用して、画像処理装置の利
用者が何時、どこの画像処理装置で、どのようなジョブを発行し、その時にどのような画
像データを取得したかを後で検索し閲覧することができる。
【００６２】
　図２Ａは、図１に示した画像処理システムにおけるＭＦＰ１００、ないしはＭＦＰ１０
１のハードウエア構成を説明するブロック図である。
【００６３】
　図２Ａにおいて、２００は画像形成装置全体である。画像形成装置２００はＲＯＭ２０
３或いは例えば外部メモリ２１１に記憶されたソフトウエアを実行するＣＰＵ２０１を備
え、ＣＰＵ２０１はシステムバス２０４に接続される各ブロックを総括的に制御する。
【００６４】
　ＣＰＵ２０１の処理により生成された画像信号が、印刷部Ｉ／Ｆ２０５を介して、印刷
部（画像形成エンジン）２０９に出力情報として出力される。
【００６５】
　ＲＡＭ２０２は、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。外部メモ
リ２１１は、メモリコントローラ（ＭＣ）２０６によりアクセスを制御される。外部メモ
リ２１１はフォントデータ、エミュレーションプログラム、画像データ等を記憶する。
【００６６】
　操作部２１０は操作のためのスイッチ及びＬＥＤ表示機器等で構成されている。スキャ
ナ部Ｉ／Ｆ２０７は、スキャナ部２１２から受け取った画像データに対して、補正、加工
、及び編集を行う。
【００６７】
　ユーザが操作部２１０から原稿の画像読み取り開始を指示すると、スキャナ部２１２に
原稿読み取り指示が与えられる。
【００６８】
　ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）２０８は、ネットワーク（Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）２１３（図１のネットワーク１０５に相当）を介して、他のネットワーク機器あるい
はファイルサーバ等と双方向にデータをやりとりする。ここで、データには、印刷画像デ
ータや前述した仮想ジョブ構成リストもその対象に含まれる。
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【００６９】
　なお、外部メモリ２１１は、場合によっては処理過程における情報の一時記憶場所とし
ても使われることがある。
【００７０】
　ＣＰＵ２０１は、システムバス２０４の交通整理を行っており、画像形成装置２００の
使い方に応じて、以下に示すように、データフローのパス制御を行う。
【００７１】
　コピー機能の場合は、操作部２１０⇒スキャナ部２１２⇒スキャナ部Ｉ／Ｆ２０７⇒印
刷部Ｉ／Ｆ２０５⇒印刷部２０９というデータフローのパス制御を行う。
【００７２】
　ネットワークプリント機能の場合は、ＮＩＣ２０８⇒印刷部Ｉ／Ｆ２０５⇒印刷部２０
９というデータフローのパス制御を行う。
【００７３】
　ＳＥＮＤ機能の場合は、操作部２１０⇒スキャナ部２１２⇒スキャナ部Ｉ／Ｆ２０７⇒
ＮＩＣ２０８というデータフローのパス制御を行う。
【００７４】
　ここで、スキャン画像の代わりに、例えば外部メモリ２１１等に保存されている画像デ
ータを使用する場合、スキャン処理過程（スキャナ部２１２⇒スキャナ部Ｉ／Ｆ２０７）
が画像データ読み出し過程（外部メモリ２１１⇒ＭＣ２０６）に置き換わる。
【００７５】
　同様に印刷処理の代わりに、例えば外部メモリ２１１等に画像データを保存する場合、
印刷処理過程（印刷部Ｉ／Ｆ２０５⇒印刷部２０９）が画像データ保存過程（ＭＣ２０６
⇒外部メモリ２１１）に置き換わる。
【００７６】
　なお、前述の画像データ等の読み出し、保存機能をここではＢＯＸ機能と称する。
【００７７】
　一方、仮想ジョブを実行する時のデータフローは、前述したデータフローが仮想デバイ
スを構成するそれぞれの画像処理装置に分割され、それぞれの画像処理装置上で処理され
る。
【００７８】
　ここで、仮想デバイスとしては、同様のデータフローのパス制御となる。
【００７９】
　例えば、コピー処理を仮想デバイスで実行する場合は次のようなデータフローのパス制
御となる。
【００８０】
　仮想ジョブ生成側画像処理装置の場合は、操作部２１０⇒スキャナ部２１２⇒スキャナ
部Ｉ／Ｆ２０７⇒データ送信というデータフローのパス制御となる。
【００８１】
　仮想ジョブ実行側画像処理装置の場合は、データ受信⇒印刷部Ｉ／Ｆ２０５⇒印刷部２
０９というデータフローのパス制御となる。
【００８２】
　なお、仮想ジョブの生成・実行、並びにフロー制御については後述する。
【００８３】
　図２Ｂは、図１に示した画像処理システムにおける情報処理装置のハードウエア構成を
説明するブロック図である。ここで、情報処理装置には、図１に示したデバイス管理コン
ピュータ１０２、コンテンツログ管理サーバ１０３、並びにコンテンツログ閲覧ＰＣ１０
４が含まれる。
【００８４】
　なお、情報処理装置としては、一般的なハードウエア構成を備えるが、処理能力に応じ
て動作クロックや動作周波数が異なる。



(9) JP 4995001 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

【００８５】
　図２Ｂにおいて、情報処理装置２２０は、ＲＯＭ２２２或いは例えばＨＤＤ２３０に記
憶されたソフトウエアを実行するＣＰＵ２２１を備え、ＣＰＵ２２１はシステムバス２３
１に接続される各画像処理装置を総括的に制御する。
【００８６】
　ＨＤＤ２３０は関連付け情報等の格納場所としても使用される。ＲＡＭ２２３は、ＣＰ
Ｕ２２１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。外部入力コントローラ（Ｉｎｐｕ
ｔ　Ｄｅｖ　Ｃ）２２５は、情報処理装置に備えられたキーボードあるいはマウスなどで
構成される入力部（Ｉｎｐｕｔ　Ｄｅｖ）２２６等からの指示入力を制御する。
【００８７】
　ディスプレイコントローラ（Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｃ）２２７は、例えば液晶ディスプレイ
などで構成される表示モジュール（Ｄｉｓｐｌａｙ）２２８の表示を制御する。
【００８８】
　ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）２２４は、ネットワーク（Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）２３２（図１のネットワーク１０５に相当）を介して、他のネットワーク機器あるい
はファイルサーバ等と双方向にデータをやり取りする。
【００８９】
　ＨＤＤ２３０は、ディスクコントローラ（ＤＫＣ）２２９によって制御され、必要に応
じてＰＣ内のデータ処理過程における情報の一時記憶場所としても使われることがある。
【００９０】
　続いて、ＭＦＰ１００，１０１のソフトウエアモジュール構成について説明する。
【００９１】
　図３は、図１に示したＭＦＰ１００，１０１のソフトウエアモジュール構成を説明する
ブロック図である。
【００９２】
　図３において、ＭＦＰ３００は、所定のオペレーティングシステムの上で動作するソフ
トウエアモジュールによって制御され、前述したデータフローのパス制御、並びに機能制
御が実現する。なお、ＭＦＰ３００は、図１に示したＭＦＰ１００、ないしはＭＦＰ１０
１に相当する。
【００９３】
　ジョブ管理部３０１は、ＭＦＰ３００に投入されるジョブの生成と管理、更には受信し
たジョブの解析を実行するカテゴリのソフトウエアモジュールである。
【００９４】
　ジョブ生成モジュール３０４は、操作部２１０から指定された情報に基づいてジョブを
生成する。例えば、コピージョブ、ＦＡＸ送信ジョブ、スキャン送信ジョブ等、各ジョブ
種に応じてジョブが生成される。
【００９５】
　ジョブ管理モジュール３０２は、生成したジョブの処理工程を管理する。例えば、処理
中にエラーが発生すると適切なリカバリー処理を判断して、操作部２１０に処理内容を表
示したり、ログにエラーの内容を記録したりする。
【００９６】
　また、ジョブ管理モジュール３０２は、ジョブの処理過程で扱われる画像データをコン
テンツログとしてジョブデータとは別に取得し、画像処理装置２００の所定の記憶領域、
例えば外部メモリ２１１へ格納する。
【００９７】
　コンテンツログは、ジョブ管理モジュール３０２の制御に基づいて、あらかじめ指定し
てあるタイミングでコンテンツログ管理サーバ１０３へ送信される。
【００９８】
　これは、ネットワークの負荷に配慮して夜間等にまとめてコンテンツログの転送ができ
るようにするためである。
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【００９９】
　仮想ジョブが指定された場合、ジョブ管理モジュール３０２は、デバイス管理コンピュ
ータ１０２によってあらかじめ配信されている仮想ジョブ構成リスト３０５を参照し、仮
想デバイスを構成するどの画像処理装置でコンテンツログを取得するかを判定する。判定
結果は、ジョブ生成モジュール３０４によって、ジョブデータの中に指定される。なお、
ジョブデータの構造例については後述する。
【０１００】
　ジョブ解析モジュール３０３は、受信したジョブデータの内容を解析する。そして、ジ
ョブ解析モジュール３０３による解析した結果に基づいて、ジョブ生成モジュール３０４
がジョブを生成し、ジョブ管理モジュール３０２が生成された当該ジョブの処理過程を管
理する。
【０１０１】
　データ処理部３０６は、指定ジョブのデータ処理フローに従って行われる画像情報処理
とその他の処理を行うソフトウエアモジュール群で構成される。
【０１０２】
　データ処理部３０６において、画像データ生成モジュール３０７は、画像データをスキ
ャナ部２１２から取得し、所定の解像度とフォーマットで画像データを生成する。なお、
画像データの二値化処理や各種のフィルタ処理も含まれる。
【０１０３】
　ＯＣＲ／特徴抽出モジュール３０８は、画像データを文字認識処理して当該画像データ
に含まれるテキスト情報を抽出する。また、ＯＣＲ／特徴抽出モジュール３０８は、画像
データはページ単位で処理されるが、当該ページ中に含まれる画像ブロックに対して、画
像の特徴量を抽出する処理も行われる。
【０１０４】
　ここで、画像ブロックとは、例えば文字と絵が混在したページ画像データから絵のブロ
ックを判別して抽出したものである。
【０１０５】
　また、画像の特徴量抽出処理は、取得した画像データを後から類似画像検索するために
利用するためのデータであり、画像データの中の輝度情報、色情報などといった物理量を
元にしている。
【０１０６】
　コンテンツログ生成モジュール３０９は、ジョブによって処理される画像データをジョ
ブ単位でコンテンツログとして生成する。
【０１０７】
　ここで、コンテンツログは、コンテンツログ管理サーバ１０３へ送信し、別途、管理者
によってジョブ内容を閲覧するために用いられる。
【０１０８】
　コンテンツログ生成モジュール３０９には、複数ページの画像データを一つのジョブと
してまとめるための制御やジョブの属性などを取得する処理が含まれている。
【０１０９】
　外部ユニット制御３１０は、画像処理装置２００のユニット、すなわち印刷部２０９、
スキャナ部２１２、操作部２１０、外部メモリ２１１、並びにＮＩＣ２０８等を制御する
ためのソフトウエアモジュール群で構成される。
【０１１０】
　外部ユニット制御３１０において、ＵＩ制御モジュール３１１は、操作部２１０を制御
する。スキャン制御モジュール３１２は、スキャナ部２１２を制御する。
【０１１１】
　ＢＯＸ制御モジュール３１３は、外部メモリ２１１とその他のユニットをジョブの制御
フローに従って制御しＢＯＸ機能を実現する。
【０１１２】
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　印刷制御モジュール３１４は、印刷部２０９を制御する。送受信制御モジュール３１５
は、ＮＩＣ２０８とその他のユニットをジョブの制御フローに従って制御し、送信ジョブ
機能を実現する。
【０１１３】
　図４Ａは、図１に示したデバイス管理コンピュータ１０２で管理されるジョブ構成リス
トの一例を示す図である。本例では、実ジョブと仮想ジョブの構成リストを表形式で示し
た例である。
【０１１４】
　図４Ａにおいて、行としてジョブの種類を実ジョブ４００と仮想ジョブ４０１に分類し
ている。また、列としてジョブ生成とジョブ実行を行うそれぞれの画像処理装置の組み合
わせ４０２を記述している。
【０１１５】
　ジョブ生成とジョブ実行を行う画像処理装置の組み合わせ４０２は、仮想ジョブ４０１
の場合に当該仮想ジョブを生成するＭＦＰと、その仮想ジョブを最後に実行するＭＦＰの
組み合わせに対応する。
【０１１６】
　なお、実ジョブ４００については、１つの画像処理装置で処理されるため、画像処理装
置の組み合わせ等に該当する項目はない。
【０１１７】
　また、画像処理装置を識別するために、デバイス名称、乃至は機体番号などが指定され
る。
【０１１８】
　ここで、実ジョブ４００とは、１台のＭＦＰの中でジョブ処理フローが完結する画像情
報処理をいう。
【０１１９】
　例えば、"ｎｏｒｍａｌ－ｃｏｐｙ"ジョブや"ｐｄｌ－ｐｒｉｎｔ"ジョブが該当する。
【０１２０】
　一方、仮想ジョブ４０１は、複数のＭＦＰが連携して機能処理を行うことで、ジョブ処
理フローが完結する画像情報処理をいう。
【０１２１】
　本実施形態では、例えば、"ｒｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"ジョブ、"ｒｅｍｏｔｅ－ｆａｘ"
ジョブ、"ｐｕｌｌ－ｐｒｉｎｔ"ジョブ、並びに"ｐｕｓｈ－ｓｃａｎ"ジョブなどがこれ
に該当する。
【０１２２】
　なお、もちろん本実施形態で例示する以外にもジョブの種類があることはいうまでもな
い。
【０１２３】
　なお、本実施形態では、図４Ａにおいて、便宜上画像処理装置を特定するデバイス名称
、乃至は機体番号を総称してデバイス"Ｔ"あるいはデバイス"Ｒ"などと表記している。た
だし、デバイス"Ｔ"は、コンシューマ向けの廉価版モデルを想定したものである。例えば
ＦＡＸ機能がなく、また外部メモリ２１１の容量が少ないＭＦＰに対応している。
【０１２４】
　これに対し、デバイス"Ｒ"は、ＦＡＸ機能を有しており、かつ大容量の外部メモリ２１
１を保持しており、オフィスのセンターマシンとして利用するための能力を有している。
【０１２５】
　また、図４Ａにおいて、"外部エージェント"は、コンテンツログ取得機能並びにその他
の処理を行う外部のサーバ乃至はＭＦＰである。
【０１２６】
　実ジョブ４００において、"ｎｏｒｍａｌ－ｃｏｐｙ"ジョブや"ｐｄｌ－ｐｒｉｎｔ"ジ
ョブをデバイス"Ｔ"で実行する場合は、コンテンツログを取得して保持しておくだけの外
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部メモリ２１１が無い。このようにコンテンツログを取得して保持しておくだけの外部メ
モリ２１１が無い場合は、実ジョブ４００において、一旦、外部エージェントにジョブデ
ータを渡して必要な処理を行う。
【０１２７】
　一方、仮想ジョブ４０１において、組み合わせ４０４は、仮想ジョブ"ｒｅｍｏｔｅ－
ｃｏｐｙ"の例である。この組み合わせ４０４は、仮想ジョブを実行するデバイスが"Ｔ２
"で、仮想ジョブを生成するデバイスが"Ｔ１"とする例である。
【０１２８】
　ここで、組み合わせ４０４は、仮想ジョブを生成するデバイスと、仮想ジョブを実行す
るデバイスとがそれぞれ異なるが、デバイス"Ｔ１"，"Ｔ２"の能力が同じく低いため、コ
ンテンツログの取得処理は外部エージェントを利用する組み合わせの例である。
【０１２９】
　同じく、仮想ジョブ４０１において、組み合わせ４０５は、仮想ジョブ"ｒｅｍｏｔｅ
－ｃｏｐｙ"の例である。この組み合わせ４０５は、例えば仮想ジョブをデバイス"Ｔ"と"
Ｒ"の組み合わせで実行する例である。
【０１３０】
　そして、組み合わせ４０５は、コンテンツログの取得する処理を、仮想ジョブ実行側の
デバイス"Ｒ"で行う例である。
【０１３１】
　なお、図４Ａにおいて、アンダーラインのついたデバイスＲ／Ｔ或いは外部エージェン
トがコンテンツログを取得する処理を実行するデバイスである。
【０１３２】
　つまり、組み合わせ４０５では、仮想ジョブ実行側のデバイス"Ｒ"にアンダーラインが
付されている。
【０１３３】
　同じく、仮想ジョブ４０１において、組み合わせ４０６は、仮想ジョブ"ｒｅｍｏｔｅ
－ｃｏｐｙ"の例である。
【０１３４】
　この組み合わせ４０６は、例えば仮想ジョブをデバイス"Ｒ"と"Ｔ"の組み合わせで実行
する例である。
【０１３５】
　そして、組み合わせ４０６は、仮想ジョブ実行側デバイス"Ｔ"がコンテンツログ取得処
理等を行う能力がないため、仮想ジョブ生成側デバイス"Ｒ"でコンテンツログの取得処理
を行う例である。
【０１３６】
　さらに、仮想ジョブ４０１において、組み合わせ４０７は、仮想ジョブ"ｒｅｍｏｔｅ
－ｃｏｐｙ"の例である。この組み合わせ４０７は、例えば仮想ジョブをデバイス"Ｒ１"
と"Ｒ２"の組み合わせで実行する例である。
【０１３７】
　そして、組み合わせ４０７は、例えば仮想ジョブを実行するデバイスの組み合わせがデ
バイス"Ｒ１"と"Ｒ２"なので、どちらのデバイスもコンテンツログを取得する処理を行え
る例である。
【０１３８】
　そこで、組み合わせ４０７の場合には、システム管理者がデバイス管理コンピュータ１
０２において、仮想ジョブに対する構成リストを指定する際に、Ｒ１、Ｒ２のいずれかの
デバイスを任意に指定することが可能に構成されている。
【０１３９】
　また、仮想ジョブ生成側のデバイス"Ｒ１"にコンテンツログの取得処理を、仮想ジョブ
実行側のデバイス"Ｒ２"でその他の処理、例えばＯＣＲ処理などの実行を指定することも
可能に構成されている。
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【０１４０】
　以上、説明したように図４Ａに例示した仮想ジョブに対応する構成リストは、デバイス
管理コンピュータ１０２にてシステム管理者があらかじめ作成して保持する。そして、デ
バイス管理コンピュータ１０２は、後述するようなタイミングで、保持されているデバイ
スリストを各ＭＦＰ１００，１０１を含むネットワーク上のＭＦＰに配信する。
【０１４１】
　なお、デバイス管理コンピュータ１０２から各ＭＦＰへのジョブ構成リストの配信は自
動的に行われる。
【０１４２】
　また、仮想ジョブに対応する構成リストの更新（詳細は後述する）は、随時、何回でも
実施可能である。
【０１４３】
　なお、図４において、仮想ジョブと実ジョブとを別のデバイス構成リストとして独立し
て管理してもよい。
【０１４４】
　また、ジョブ構成リストは、デバイス管理コンピュータ１０２からネットワーク１０５
を経て各ＭＦＰへ配信される。
【０１４５】
　なお、配信のタイミングは、仮想ジョブ構成リストの生成・保存直後、あるいは日時、
隔日、週次の深夜など、システム管理者があらかじめ設定したスケジュールで行うことが
できる。
【０１４６】
　なお、上記デバイス構成リストは定期的に更新する必要がある。これは、ネットワーク
上のＭＦＰの動作状況に応じて、各ＭＦＰが備える資源の状況が変動するからである。そ
こで、デバイス管理コンピュータ１０２が各ＭＦＰの資源状況を探索して、デバイス構成
リストは更新することが望ましい。
【０１４７】
　さらに、仮想ジョブの種別、例えば"ｒｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"ジョブ、"ｒｅｍｏｔｅ
－ｆａｘ"ジョブ、"ｐｕｌｌ－ｐｒｉｎｔ"ジョブ、並びに"ｐｕｓｈ－ｓｃａｎ"ジョブ
毎に、コンテンツログを取得すべきデバイスを動的に変更することが望ましい。
【０１４８】
　例えば組み合わせ４０７では、例えば仮想ジョブを実行するデバイスの組み合わせがデ
バイス"Ｒ１"と"Ｒ２"なので、どちらのデバイスもコンテンツログを取得する処理を行え
る。この場合においても、デバイス管理コンピュータ１０２が仮想ジョブの種別を判定し
て、該種別に適応したデバイス構成リストを生成してもよい。
【０１４９】
　以下、仮想ジョブのデバイス構成リストの更新処理について説明する。
【０１５０】
　また、デバイス管理コンピュータ１０２は、ネットワーク１０５上に接続される画像処
理装置と所定のプロトコルで通信して、各画像処理装置の資源状況を探索して、保持する
デバイス構成リストを動的に更新するものとする。ここで、画像処理装置には、ＭＦＰ１
００，１０１が含まれる。
【０１５１】
　つまり、各画像処理装置は、ジョブ処理状況により、ハードディスク等の外部メモリの
容量が変動するため、一義的に決定してしまうと、コンテンツログを保持するデバイスと
して相応しくない状態に遷移することがある。
【０１５２】
　そこで、本実施形態では、定期的あるいは、デバイス管理コンピュータ１０２がネット
ワーク上のトラフィック状況等を監視して、動的に各画像処理装置の資源の変動を探索す
ることで、現在の画像処理装置の状況に適応したデバイス構成リストに更新する。



(14) JP 4995001 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

【０１５３】
　したがって、各画像処理装置は、リモートコピー等の仮想ジョブ要求が発生した場合に
、最新のデバイス構成リストを参照することで、各画像処理装置の資源の状況に適応して
、コンテンツログを保持するデバイスを決定することができる。
【０１５４】
　なお、デバイス管理コンピュータ１０２は、デバイス構成リストを更新する場合に、各
画像処理装置が備えるハードディスク等の空き容量を取得し、その空き容量を比較してコ
ンテンツログを保持する画像処理装置を決定するものとする。
【０１５５】
　これにより、本来ならば、コンテンツログを保持する画像処理装置に相応しいが、ジョ
ブ処理状況で一時的にハードディスクの容量が乏しくなった場合でも、コンテンツログを
保持する最適なデバイス候補を決定できる。
【０１５６】
　しかしながら、コンテンツログを保持するデバイスの決定方法は、これらの条件と異な
る条件で決定してもよい。つまり、コンテンツログの取得に際して、各画像処理装置で使
用される資源は異なるからである。
【０１５７】
　例えば仮想コピージョブや、仮想送信ジョブ等の種別の違いでも、各画像処理装置で使
用される資源の負担は異なる場合があるからである。
【０１５８】
　図４Ｂは、本実施形態を示す情報処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフロー
チャートである。本例は、デバイス管理コンピュータ１０２によるデバイス構成リストの
更新処理例である。なお、Ｓ１０１～Ｓ１０５は各ステップを示す。なお、各ステップは
、デバイス管理コンピュータ１０２のＣＰＵがハードディスクに記憶される制御プログラ
ムをＲＡＭにロードして実行することで実現される。
【０１５９】
　まず、Ｓ１０１で、デバイス管理コンピュータ１０２のＣＰＵは、システム管理者から
あらかじめ設定されたスケジュールに従い、各画像処理装置から資源情報を取得する。な
お、資源情報の取得には、各画像処理装置の外部メモリの空き容量を含む資源情報を取得
するパケットをブロードキャストして取得する。なお、各画像処理装置からエラー情報（
トナー切れ、インク切れ、用紙切れ）を合わせて取得してもよい。
【０１６０】
　次に、Ｓ１０２で、デバイス管理コンピュータ１０２のＣＰＵは、各画像処理装置から
応答される資源情報より、各画像処理装置が備える外部メモリの空き容量が設定された閾
値以下のものがあるかどうかを判断する。なお、閾値は、システム管理者がシステム環境
に応じて動的に異なる値を設定してもよいし、固定の値としてもよい。
【０１６１】
　ここで、デバイス管理コンピュータ１０２のＣＰＵは、外部メモリの空き容量が閾値以
下のものがないと判断した場合は、Ｓ１０４へ進み、外部メモリの空き容量が閾値以下の
ものがあると判断した場合は、Ｓ１０３へ進む。
【０１６２】
　そして、Ｓ１０３で、デバイス管理コンピュータ１０２のＣＰＵは、空き容量が少ない
画像処理装置であって、コンテンツログ取得先に指定されている画像処理装置を変更して
、デバイス構成リストを更新する。
【０１６３】
　次に、Ｓ１０４で、デバイス管理コンピュータ１０２のＣＰＵは、デバイス構成リスト
を配信するタイミングかどうかを判断する。ここで、デバイス構成リストを配信するタイ
ミングは、システム管理者が設定可能に構成されているものとする。
【０１６４】
　そして、デバイス管理コンピュータ１０２のＣＰＵが、デバイス構成リストを配信する
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タイミングであると判断した場合に、Ｓ１０５に進む。そして、Ｓ１０５で、デバイス管
理コンピュータ１０２のＣＰＵは、最新のデバイス構成リストを各画像処理装置に配信し
て、本処理を終了する。
【０１６５】
　これにより、例えば図４Ａに示す組み合わせ４０７の例では、アンダーラインの位置が
異なるデバイス構成リストが画像処理装置に配信される。
【０１６６】
　そして、各画像処理装置は、最新のデバイス構成リストに従って、仮想ジョブを実行す
る場合に、いずれの画像処理装置がコンテンツログを取得するかを決定する。
【０１６７】
　図５は、本実施形態を示す画像処理装置における第１のデータ処理手順の一例を示すフ
ローチャートである。
【０１６８】
　本例は、"ｒｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"実行時の仮想ジョブ発行側デバイス及び実行側デバ
イスのそれぞれのログ処理例である。
【０１６９】
　なお、Ｓ５０１～Ｓ５１２、Ｓ５２１～Ｓ５２６は各ステップを示す。また、上記Ｓ５
０１～Ｓ５１２は"ｒｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"実行時の仮想ジョブ発行側デバイスの手順に
対応し、Ｓ５２１～Ｓ５２６は"ｒｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"実行時の実行側画像処理装置の
手順に対応する。
【０１７０】
　また、各ステップは、各画像処理装置が備えるＣＰＵがＲＯＭ、ＨＤＤ等より制御プロ
グラムをＲＡＭにロードして実行することで実現される。
【０１７１】
　以下、説明上、仮想ジョブを生成する側のＭＦＰを画像処理装置Ａ（図５参照）、一方
の仮想ジョブを実行する側のＭＦＰを画像処理装置Ｂ（図５参照）として説明する。
【０１７２】
　まず、画像処理装置Ａは、操作部２１０から指定された仮想ジョブ指定に基づいてジョ
ブ発行処理のフローを開始する。そして、Ｓ５０１で、画像処理装置ＡのＣＰＵは、指定
されたジョブの種類が実ジョブか仮想ジョブかを操作部２１０の入力値を参照して判断す
る。
【０１７３】
　ここで、画像処理装置ＡのＣＰＵが仮想ジョブであると判断した場合は、Ｓ５０２で、
画像処理装置ＡのＣＰＵは、図４に示した仮想ジョブ構成リストを参照し、コンテンツロ
グ取得デバイスに対する処理情報を取得する。
【０１７４】
　一方、Ｓ５０１で、画像処理装置ＡのＣＰＵが通常の実ジョブであると判断した場合は
、Ｓ５１１へ進み、従来どおりの処理フローに従い、ジョブを実行（スキャン＆プリント
）する。具体的には、画像処理装置ＡのＣＰＵがスキャンされる画像データの取得及びそ
の画像データの印刷処理を行う。そして、Ｓ５１２で、画像処理装置ＡのＣＰＵが実ジョ
ブに対するコンテンツログの取得を行い、Ｓ５０９へ進む。
【０１７５】
　一方、Ｓ５０１で、仮想ジョブであると判断した場合、Ｓ５０２で、仮想ジョブ指定で
仮想ジョブ構成リストを参照してログ取得デバイスの処理情報を取得した後、Ｓ５０３へ
進み、画像処理装置ＡのＣＰＵは、画像処理装置Ａ自身でコンテンツログを取得するか、
あるいは仮想ジョブ実行側の画像処理装置Ｂで取得するかの判断を行う。ここで、画像処
理装置ＡのＣＰＵは、図４に示したジョブ構成リストにおける設定から、いずれでコンテ
ンツログ取得を行うかを判断する。なお、画像処理装置Ａは、ジョブ発行側に対応するデ
バイスである。
【０１７６】
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　このＳ５０３において、画像処理装置ＡのＣＰＵが、画像処理装置Ａ側でコンテンツロ
グを取得すると判断した場合は、Ｓ５０７へ進み、仮想ジョブ実行側の画像処理装置Ｂで
コンテンツログ取得を行う場合は、Ｓ５０４へ遷移する。
【０１７７】
　そして、Ｓ５０７で、画像処理装置ＡのＣＰＵは、"ｒｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"のためス
キャンを実行して仮想ジョブに対応するスキャンデータ（画像データ）を生成する。そし
て、Ｓ５０８で、画像処理装置Ａ自身がコンテンツログを取得する。
【０１７８】
　一方、Ｓ５０４へ進んだ場合は、画像処理装置Ｂがコンテンツログ取得を行うため、Ｓ
５０４で、"ｒｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"のためスキャンを実行して仮想ジョブに対応するス
キャンデータ（画像データ）を生成する。この画像データは、画像処理装置Ｂが実行する
スキャン処理結果として生成される。
【０１７９】
　そして、Ｓ５０５で、画像処理装置ＡのＣＰＵは、仮想ジョブに対応するスキャンデー
タを生成したら、仮想ジョブデータとして設定後、画像処理装置Ｂに対する処理情報を仮
想ジョブデータに設定して、Ｓ５０６へ進む。
【０１８０】
　ここで、仮想ジョブデータは、スキャンされた原稿の画像データ、スキャンしたデバイ
ス情報、さらに画像処理装置Ｂに対する処理情報が含まれる。
【０１８１】
　なお、処理情報は、画像処理装置Ｂがコンテンツログを取得させる指示を含むものであ
る。
【０１８２】
　次に、画像処理装置ＡのＣＰＵは、Ｓ５０６で、画像処理装置Ｂへ生成した仮想ジョブ
データを送信する。
【０１８３】
　一方、画像処理装置ＢのＣＰＵは、Ｓ５２１で、画像処理装置Ａからの仮想ジョブデー
タを受信し、仮想ジョブデータの処理を開始する。
【０１８４】
　そして、画像処理装置ＢのＣＰＵは、受信した仮想ジョブデータの解析処理を行う。そ
して、Ｓ５２２で、画像処理装置ＢのＣＰＵは、仮想ジョブデータの処理情報を解析する
ことにより、画像処理装置Ｂ側でコンテンツログ取得が指定されているかどうかを判断す
る。
【０１８５】
　なお、画像処理装置Ｂでコンテンツログを取得を行うかどうかは、仮想ジョブデータの
解析結果を受けて図３に示したジョブ解析モジュール３０５（画像処理装置Ｂ側）が行う
。
【０１８６】
　ここで、ジョブ解析モジュール３０５が、自画像処理装置（画像処理装置Ｂ）でコンテ
ンツログを取得する指定であると判断した場合は、Ｓ５２３で、画像処理装置ＢのＣＰＵ
は、仮想ジョブデータをプリントする。なお、この際、ジョブデータにフィニッシング指
定がされている場合は、印刷処理に加えてフィニッシング処理も行う。
【０１８７】
　次に、Ｓ５２４で、コンテンツログ生成モジュール３０９の制御に基づいてコンテンツ
ログの取得を行う。
【０１８８】
　一方、Ｓ５２２で、画像処理装置ＢのＣＰＵは、自画像処理装置がコンテンツログを取
得する必要がないと判断した場合、Ｓ５２６へ進む。すなわち、既に画像処理装置Ａ側で
コンテンツログの取得がされている場合は、仮想ジョブ中にはコンテンツログの取得が不
要である旨の情報が格納されている。
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【０１８９】
　このため、Ｓ５２６で、仮想ジョブデータをプリントする。そして、プリントが実行さ
れた後、Ｓ５２５へ進む。そして、Ｓ５２５で、画像処理装置ＢのＣＰＵは、ジョブ管理
モジュール３０２の制御により、仮想ジョブデータの処理が終了するのを監視するステー
タス処理を実行する。
【０１９０】
　ここで、ジョブ管理モジュール３０２は、ステータス処理として、仮想ジョブデータの
処理が正常に終了した場合は、その旨を画像処理装置Ａへ送信し、異常終了の場合はリカ
バリー通知を操作部２１０へ表示して、本処理を終了する。
【０１９１】
　一方、画像処理装置ＡのＣＰＵは、Ｓ５０９で、画像処理装置Ｂからのステータス通知
を受信したら、ジョブ生成側のステータス処理を開始する。
【０１９２】
　そして、Ｓ５１０で、画像処理装置ＡのＣＰＵは、ジョブ管理モジュール３０２により
、仮想ジョブ実行デバイスの処理情報をクリアして、本処理を終了する。
【０１９３】
　なお、仮想ジョブ実行デバイスに対する処理情報は、ジョブ管理モジュール３０２によ
って管理されるＭＦＰの所定のメモリ領域に保持されており、ジョブの終了を待ってクリ
アされる。
【０１９４】
　図６は、図１に示したＭＦＰ１００，１０１が備える操作部に表示されるユーザインタ
フェースの一例を示す図である。なお、本例では、ＭＦＰ１００，１０１のユーザインタ
フェースの画面構成が同一の場合を示すが、画面デザインの構成が異なっていても、同一
の機能表示を行えるものであればよい。また、本例のユーザインタフェースは、図２Ａに
示した操作部２１０に表示されるものとする。
【０１９５】
　図６において、操作部には、テンキー、スタートキー、ストップキー（いずれも不図示
）に加えて液晶操作パネルを有している。
【０１９６】
　利用者は、液晶操作パネル６００を通して、各種ＭＦＰのジョブに対する機能を指定す
ることができる。
【０１９７】
　ＭＦＰにおける各ジョブは、液晶操作パネル６００のタブとしてカテゴリが分けられて
いる。例えば、コピータブ６０１、送信タブ６０２、ＢＯＸタブ６０３である。
【０１９８】
　利用者がコピー処理を行う場合は、コピータブ６０１を選択し、紙サイズ、倍率、濃度
、フィニッシングの指定、枚数などを行い、スタートキー（不図示）を押下する。
【０１９９】
　また、送信タブ６０２では、スキャンしたデータをメール送信、あるいはＦＡＸ送信を
指定することができる。
【０２００】
　さらに、仮想ジョブを指定する場合も、液晶操作パネル６００を通して指定することが
できる。
【０２０１】
　仮想ジョブの場合、仮想ジョブを実行する画像処理装置を選択する必要がある。
【０２０２】
　例えばコピータブ６０１の中で仮想ジョブ実行デバイス選択キー６０４を利用者が押下
すると、仮想ジョブを実行する画像処理装置が選択することができ、利用者はリスト表示
された任意の仮想実行デバイスを自由に選択することができる。なお、図６では、仮想ジ
ョブ実行デバイスとして、リモートコピーに対して、選択可能な仮想実行デバイスをＤｅ
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ｖｉｃｅ０１～０５を表示した状態に対応する。
【０２０３】
　また、仮想ジョブ実行デバイス選択キー６０４を押下した時に一覧表示される画像処理
装置群は、ＣＰＵ２０１の表示制御であらかじめ配信されている仮想ジョブ構成リストを
参照して表示される。具体的には、ＣＰＵ２０１がジョブ管理モジュール３０２、並びに
ＵＩ制御モジュール３１１を実行することで、あらかじめ配信されている仮想ジョブ構成
リストを参照して液晶操作パネル６００上の所定位置に表示される。
【０２０４】
　さらに、仮想ジョブ実行デバイス選択キー６０４を押下した時に表示される画像処理装
置の中で、アスタリスク（＊）がついた画像処理装置は自画像処理装置を意味しており、
仮想ジョブ発行デバイスとなる。
【０２０５】
　利用者は、仮想ジョブ実行デバイスとして、例えばＤｅｖｉｃｅ０３を選択すると、仮
想ジョブとして"ｒｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"を処理する仮想デバイスは、Ｄｅｖｉｃｅ０１
とＤｅｖｉｃｅ０３によって構成されることとなる。
【０２０６】
　なお、仮想ジョブ実行デバイス選択キー６０４は、送信タブ６０２またはＢＯＸタブ６
０３が選択された場合の表示画面にも配置されている。つまり、利用者は、選択されるタ
ブのジョブカテゴリーの中で対応する仮想ジョブと仮想デバイスを指定することができる
。例えば、送信タブ６０２においては、"ｒｅｍｏｔｅ－ｆａｘ"が選択できる。
【０２０７】
　図７は、本実施形態を示す画像処理装置で処理されるジョブデータの構造を説明する図
である。なお、ジョブデータは、図３に示したジョブ生成モジュール３０４によって生成
される。
【０２０８】
　図７において、ジョブがリモートコピー等を実行させるための仮想ジョブの場合は、コ
ンテンツログを取得するデバイスやその他の処理（例えば、ＯＣＲ処理）が合わせて指定
できるような構造となっている。
【０２０９】
　ジョブデータは、ジョブヘッダ部７００、処理内容部７０１、及びジョブデータ部７０
２から構成される。
【０２１０】
　ジョブヘッダ部７００は、ＭＦＰのジョブを識別するパケット識別ＩＤ７００－１やジ
ョブに関するジョブ発行デバイス識別コード７００－２、ジョブログ７００－３等を含む
各種属性から構成される。ここで、ジョブログ７００－３は、ジョブ種とジョブオーナを
含んでいる。
【０２１１】
　処理内容部７０１は、仮想ジョブ構成リストで指定されたジョブ実行デバイスの識別コ
ード７０１－１、コンテンツログ取得宣言７０１－２、並びにその他の処理内容７０１－
３に関する情報が埋め込まれる。ここで、その他の処理内容７０１－３とは、ＯＣＲ処理
を指定するための情報である。また、コンテンツログ取得宣言７０１－２は、仮想デバイ
スである、Ｄｅｖｉｃｅ０３でコンテンツログを取得することが指定されているため、「
ｏｎ」が設定されている。
【０２１２】
　このように図７に示すジョブデータは、Ｄｅｖｉｃｅ０３（識別コード７０１－１は、
「５９６ｂ－０９０１－ａｄ００－ｆ９２６」）の仮想デバイスにて、コンテンツログ取
得を実施し、更にＤｅｖｉｃｅ０３にてＯＣＲ処理まで行う指定がなされている。
【０２１３】
　なお、ジョブデータ部７０２は、ジョブそのものを実行するための制御コード並びに画
像データが格納される。
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【０２１４】
　図８は、図１に示したコンテンツログ管理サーバ１０３で管理されるコンテンツログの
一例を説明するための模式図である。
【０２１５】
　本実施形態では、１つのジョブによって生成されるコンテンツログは、各種ジョブ属性
に相当するジョブログ、画像データ、画像検索を行うための画像特徴量、並びにテキスト
データから構成される。
【０２１６】
　１つのコンテンツログに含まれるジョブ属性について、ジョブ属性カテゴリ（ＪＯＢ＿
ＬＯＧ）８００に例示する。
【０２１７】
　ジョブ属性カテゴリ８００には、各種ジョブ属性としてデバイスタイプ、ジョブ種、ジ
ョブ開始日などが格納される。
【０２１８】
　コンテンツログに含まれる画像データは画像データカテゴリ（ＩＭＧ＿ＤＡＴ）８０１
としてコンテンツログ管理サーバ１０３にて管理される。
【０２１９】
　なお、画像データが１ジョブに複数ページある場合は、一つのジョブとしてまとめて管
理する。
【０２２０】
　画像データから抽出した画像特徴量は、画像特徴量カテゴリ（ＩＭＧ＿ＣＨＡＲ）８０
２としてコンテンツログ管理サーバ１０３に格納される。なお、画像特徴量は、類似画像
検索のために利用される。
【０２２１】
　また、ＯＣＲ処理の指定がなされた場合は、画像データから抽出されたテキストデータ
があるため、これをテキストカテゴリ（ＴＸＴ＿ＤＡＴ）８０３としてコンテンツログ管
理サーバ１０３で管理する。
【０２２２】
　コンテンツログ管理システムの利用者は、コンテンツログ閲覧ＰＣ１０４を通してコン
テンツログ管理サーバ１０３において管理されているジョブログカテゴリ８００、画像特
徴量カテゴリ８０２、テキストカテゴリ８０３を検索する。
【０２２３】
　そして、その検索結果はコンテンツログ閲覧ＰＣ１０４が備える表示装置に表示される
。
【０２２４】
　ここで、コンテンツログ閲覧ＰＣ１０４が備える表示装置に表示される表示項目は、各
種のジョブログ属性、画像データ、及びテキストデータである。また、表示形式は、ジョ
ブ毎にリスト形式、あるいはページ画像サムネイルをプレビュー形式として表示すること
ができる。
【０２２５】
　図９は、本実施形態を示す画像処理装置における第２のデータ処理手順の一例を示すフ
ローチャートである。本例は、"ｒｅｍｏｔｅ－ｆａｘ"を行う場合の仮想ジョブ生成及び
実行に関するログ処理例である。
【０２２６】
　なお、図５に示すステップと同一のステップには、同一のステップ番号を付している。
また、Ｓ９０１～Ｓ９０３は各ステップを示す。また、上記Ｓ９０１は"ｒｅｍｏｔｅ－
ｃｏｐｙ"実行時の仮想ジョブ発行側デバイスの手順に対応し、Ｓ９０２、Ｓ９０３は"ｒ
ｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"実行時の実行側デバイスの手順に対応する。
【０２２７】
　また、各ステップは、各デバイスが備えるＣＰＵがＲＯＭ、ＨＤＤ等より制御プログラ
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ムをＲＡＭにロードして実行することで実現される。
【０２２８】
　さらに、基本的なフローは図５に示したで"ｒｅｍｏｔｅ－ｃｏｐｙ"の場合と同じであ
る。
【０２２９】
　異なる処理としては、図５でプリント処理を行う処理（Ｓ５１１、Ｓ５２３、Ｓ５２６
）が、図９の"ｒｅｍｏｔｅ－ｆａｘ"の場合は、全てｆａｘ送信処理（Ｓ９０１、Ｓ９０
２、Ｓ９０３）になる。
【０２３０】
　また、それぞれのｆａｘ送信処理は、図３の送受信制御モジュール３１５によって制御
される。
【０２３１】
　その他の仮想ジョブに対する処理についても、基本的な処理は、図５、並びに図９と等
しく、どこのＭＦＰ制御モジュールが使用されるかによって処理の中身が変わることは言
うまでも無い。
【０２３２】
　なお、上記実施形態で、例えばＳ５０３などにおいて、コンテンツログを取得すべきで
はないと判断された画像処理装置であってもコンテンツログを取得すべき場合がある。具
体的には、仮想ジョブを連携して実行する相手の画像処理装置において、何らかのエラー
により仮想ジョブを実行できない、さらにコンテンツログが取得できない場合もあり得る
からである。そういった場合、その相手の画像処理装置からの仮想ジョブ実行エラーを受
信したことに基づき、仮想ジョブの送信元である画像処理装置が受信ログなどに基づいて
コンテンツログを代替して取得する構成も実現可能である。
【０２３３】
　更に、本実施形態の拡張として、連携する可能性のある画像処理装置同士、または管理
コンピュータを介して常にお互いのエラー状態やコンテンツログを格納するメモリの状態
をリアルタイムに更新する構成も実現可能である。この構成により、例えばＳ５０３など
において、コンテンツログを取得すべきではないと判断された画像処理装置であっても仮
想ジョブを送る相手の画像処理装置の状態を判断し、コンテンツログを自身で取得するこ
とが可能になる。こういった場合は、コンテンツログを取得した旨を仮想ジョブに含ませ
る構成にする。これにより、相手の画像処理装置が仮想ジョブ実行中に復旧したとしても
、二重にコンテンツログを取得することを未然に防ぐことができる。
【０２３４】
　〔第２実施形態〕
　以下、図１０、図１１に示すメモリマップを参照して本発明に係る画像処理システムで
読み取り可能なデータ処理プログラムの構成について説明する。
【０２３５】
　図１０は、本発明に係る画像処理装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格
納する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【０２３６】
　図１１は、本発明に係る情報処理装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格
納する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【０２３７】
　なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えば
バージョン情報，作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する
情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。
【０２３８】
　さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また
、各種プログラムをコンピュータにインストールするためのプログラムや、インストール
するプログラムが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も記憶される場合もある
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。
【０２３９】
　本実施形態における図４Ｂ、図５、図９に示す機能が外部からインストールされるプロ
グラムによって、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そして、その場合、
ＣＤ－ＲＯＭやフラッシュメモリやＦＤ等の記憶媒体により、あるいはネットワークを介
して外部の記憶媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本発
明は適用されるものである。
【０２４０】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコードを
記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは
装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコード
を読出し実行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０２４１】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することに
なる。
【０２４２】
　従って、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより
実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わな
い。
【０２４３】
　プログラムを供給するための記憶媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ハード
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどを用いることができる。
【０２４４】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。
【０２４５】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、該ホームページから本発明のコン
ピュータプログラムそのもの、もしくは、圧縮され自動インストール機能を含むファイル
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本
発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのフ
ァイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つま
り、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユー
ザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバやｆｔｐサーバ等も本発明の請求項に含まれ
るものである。
【０２４６】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報を使用することにより
暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可
能である。
【０２４７】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけではない。例えばそのプログラムコードの指示に基づき、
コンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部
または全部を行う。そして、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合
も含まれることは言うまでもない。
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【０２４８】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込ませ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した
実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０２４９】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から排除する
ものではない。
【０２５０】
本発明の様々な例と実施形態を示して説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範囲
は、本明細書内の特定の説明に限定されるのではない。
【図面の簡単な説明】
【０２５１】
【図１】本発明の第１実施形態を示す画像処理装置を適用可能な画像処理システムの一例
を示す図である。
【図２Ａ】図１に示した画像処理システムにおけるＭＦＰのハードウエア構成を説明する
ブロック図である。
【図２Ｂ】図１に示した画像処理システムにおける情報処理装置のハードウエア構成を説
明するブロック図である。
【図３】図１に示したＭＦＰのソフトウエアモジュール構成を説明するブロック図である
。
【図４Ａ】図１に示したデバイス管理コンピュータで管理されるジョブ構成リストの一例
を示す図である。
【図４Ｂ】図１に示したデバイス管理コンピュータで管理されるジョブ構成リストの一例
を示す図である。
【図５】本実施形態を示す画像処理装置における第１のデータ処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図６】図１に示したＭＦＰが備える操作部に表示されるユーザインタフェースの一例を
示す図である。
【図７】本実施形態を示す画像処理装置で処理されるジョブデータの構造を説明する図で
ある。
【図８】図１に示したコンテンツログ管理サーバで管理されるコンテンツログの一例を説
明するための模式図である。
【図９】本実施形態を示す画像処理装置における第２のデータ処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図１０】本発明に係る画像処理装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納
する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【図１１】本発明に係る情報処理装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納
する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【符号の説明】
【０２５２】
１００，１０１　ＭＦＰ
１０２　デバイス管理コンピュータ
１０３　コンテンツログ管理サーバ
１０４　コンテンツログ閲覧ＰＣ
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